
お
知
ら
せ

骨
の
健
康
を
再
確
認
！  

骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
日
程
を
追
加

　
本
年
度
、
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
を
受

け
て
い
な
い
人
を
対
象
に
、
日
程
を
追

加
し
ま
し
た
。
骨
が
脆
く
な
る
と
骨
折

や
寝
た
き
り
の
原
因
と
な
り
ま
す
。
特

に
女
性
は
定
期
的
に
検
査
を
受
け
て
骨

量
を
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

対　
象　
令
和
６
年
４
月
１
日
時
点
で
40
、

45
、
50
、
55
、
60
、
65
、
70
歳
の
女
性
の

う
ち
、
本
年
度
受
診
し
て
い
な
い
人

場　
所　
御
前
崎
総
合
病
院
健
診
セ
ン
タ
ー

検
査
内
容　
問
診
・
X
線
に
よ
る
骨
塩

量
測
定

金　
額　
５
０
０
円

期　
間　
２
月
３
日
㈪
～
２
月
28
日
㈮

申
込
締
切　
２
月
７
日
㈮

※
定
員
に
な
り
次
第
締
切（
１
日
10
人
）

申
込
方
法　
電
子
申
請
も
し
く
は
照
会

先
へ
電
話

照　
会　
健
康
づ
く
り
課
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市
民
農
園
で
気
軽
に 

野
菜
作
り
を
楽
し
も
う
！

　
市
民
農
園
で
は
、
令
和
７
年
度
の
参

加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
自
分
で

作
っ
た
新
鮮
な
野
菜
を
収
穫
す
る
喜
び

を
味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

募
集
区
画

①
市
民
農
園
区
画　
道
具
、
肥
料
、
種

な
ど
を
自
分
で
用
意
し
て
自
由
に
収

穫
で
き
る

②
農
業
体
験
区
画　
道
具
、
肥
料
、
種

な
ど
の
用
意
が
不
要
で
、
講
師
が
種

ま
き
か
ら
収
穫
ま
で
サ
ポ
ー
ト
す
る

利
用
料
金

①
市
民
農
園
区
画　
１
０
０
㎡
あ
た
り
年

間
千
円（
１
人
最
大
１
０
０
０
㎡
ま
で
）

②
体
験
農
園
区
画　
年
間
２
万
５
千
円

　
※
契
約
時
印
紙
代
２
０
０
円
別

応
募
方
法　
申
請
書
の
提
出

※
農
林
水
産
課
窓
口
ま
た
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
取
得
可
能

募
集
期
限　
２
月
28
日
㈮

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選

申
込
・
照
会　
農
林
水
産
課
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オ
リ
ジ
ナ
ル
ナ
ル
ゲ
ン
ボ
ト
ル
を 

購
入
し
て
海
を
守
ろ
う

　

ご
み
の
削
減
や
海
洋
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ご
み
問
題
の
解
決
に
取
り
組
む
た
め
、
市

と
株
式
会
社
ハ
イ
マ
ウ
ン
ト
は
11
月
23

日
、「
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
容
器
の
推
進
に
よ
る

ご
み
削
減
に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
ま

し
た
。
協
定
締
結
を
記
念
し
て
、
マ
イ
ボ

ト
ル
と
し
て
活
用
で
き
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
ナ

ル
ゲ
ン
ボ
ト
ル
を
製
作
し
ま
し
た
。
売
上

金
額
の
一
部（
１
本
あ
た
り
80
円
）は
、
海

を
守
る
活
動
に
寄
付
さ
れ
ま
す
。
御
前

崎
の
海
を
一
緒
に
守
り
ま
せ
ん
か
？

◆
オ
リ
ジ
ナ
ル
ナ
ル
ゲ
ン
ボ
ト
ル

　
「
つ
な
ぐ
、
つ
な
げ
る
、
つ
な
が
る
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、市
内
在
住
の
画
家・

Ｊ
ｉ
ｒ
ｏ
氏
が
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し
た
。

販
売
店
舗

・
海
鮮
な
ぶ
ら
市
場

・
道
の
駅
風
の
マ
ル
シ
ェ
御
前
崎

・
御
前
崎
市
観
光
協
会

・
イ
タ
リ
ア
ン
ジ
ェ
ラ
ー
ト 

マ
ー
レ

・
御
前
崎
渚
の
交
番

販
売
価
格　
２
２
０
０
円

照　
会　
環
境
課
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０
５
３
７
�
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６
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静
岡
県
の 

 
 

特
定
最
低
賃
金
が
改
正

　
県
内
の
特
定
業
種
に
従
事
す
る
労
働

者
に
適
用
さ
れ
る「
静
岡
県
特
定
最
低

賃
金
」が
令
和
６
年
12
月
21
日
に
改
正

さ
れ
ま
し
た
。「
静
岡
県
最
低
賃
金
」は
、

令
和
６
年
10
月
１
日
に
改
正
さ
れ
て
い

ま
す
。

最低賃金名 最低賃金額（時間額） 効力発生日
【地域別最低賃金】
静岡県最低賃金 1,034円 令和６年10月１日

【特定最低賃金】
鉄鋼、非鉄金属製造業 1,057円

令和６年12月21日

はん用機械器具、生産用機
械器具、業務用機械器具、
輸送用機械器具製造業

1,073円

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

1,042円

照　
会　

▼
静
岡
労
働
局
賃
金
室
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▼
磐
田
労
働
基
準
監
督
署
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